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新株式の発行による資金の調達に関するお知らせ 

 

 当社は、本日発表の「海外機関投資家を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行に関するお知

らせ」及び「日亜化学工業株式会社を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ」

に記載の通り、本日開催の取締役会において海外機関投資家を割当予定先とする第三者割当による新株式

の発行（以下、「海外機関投資家第三者割当」といいます。）及び日亜化学工業株式会社を割当予定先と

する第三者割当による新株式の発行（以下、「事業会社第三者割当」といい、海外機関投資家第三者割当

と併せて「本第三者割当」といいます。）について決議いたしました。 

本第三者割当による新株式の発行総額は350億円を予定しており、新株式１株当たりの発行価額は、

2018年４月５日から同年４月９日までの各取引日における、東京証券取引所での当社普通株式の売買高加

重平均価格の単純平均値に0.9を乗じた額として、2018年４月10日（以下、「条件決定日」といいます。）

に決定します。また、新株式の総数は、各割当予定先に対する割当予定金額を上記新株式１株当たりの発

行価額で除した数の総数として、条件決定日に決定します。  

 

また、2017年12月に稼働を停止した当社能美工場（石川県能美市）に係る資産を当社の筆頭株主である

株式会社産業革新機構（以下、「産業革新機構」といいます。）に譲渡し、翌会計年度（2019年３月期）

第１四半期を目途に、産業革新機構から約200億円の資金調達を完了する予定です。なお、当社が譲渡す

る能美工場は、産業革新機構において株式会社JOLEDに対する現物出資が予定されております。 

 

この度調達する資金は、主として翌会計年度下期に見込まれる液晶ディスプレイモジュールFULL 

ACTIVE™の需要増に対応するための運転資金及び、FULL ACTIVE™の後工程製造（モジュール組立）の設備

投資等に充当いたします。FULL ACTIVE™は、当社の強みであるLTPS（低温ポリシリコン）技術を活かすと

ともに、国内の液晶部材サプライヤー数社と協業して開発した、ディスプレイ４辺のすべてを狭額縁化し

た液晶ディスプレイ製品です。本製品は2017年６月から出荷が開始されており、現在、複数の大手中国ス

マートフォンメーカー等に採用されています。有機EL（OLED）ディスプレイに比肩する性能だけでなく、

コスト優位性も有していること等から顧客からの評価が高まっており、引き合いが強まってきております。

当社ではこの需要増を最大限取り込むために、翌会計年度下期の出荷増に備えた製品の作り込みを上期中

から開始することとしており、その生産のために必要となる運転資金及び後工程における設備投資資金等

を今回の資金調達の主な使途としています。 

 

当社では、過去に行った大規模な設備投資に起因する固定費の負担が業績を圧迫しているため、2017年

８月に発表した中期経営計画の一環として構造改革を実施中であり、抜本的な固定費の削減により従来の
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高コスト体質からの脱却を目指しています。当該構造改革に伴う費用として計上される特別損失（金額は、

当初見込額約1,700億円は下回る見込みであり、現在精査中。）の計上等により、株主資本が縮小する見

通しですが、かかる環境下において、本資金調達により株主資本が強化されることは、スマートフォン市

場での顧客製品の発売時期やその販売動向及び季節要因に係る業績の変動に対する耐性を強化し、継続的

な設備投資、研究開発が必要な競争環境下での財務柔軟性の確保につながるものと考えております。 

 

産業革新機構に譲渡する能美工場に係る資産については、その帳簿価格を当会計年度に減損する前提で

現在実行中の構造改革計画にて織り込んでおりましたが、当該資産譲渡の実施によって減損処理を回避で

き、従来の見込みに比べ、譲渡価格相当の株主資本の確保にも寄与することを見込んでおります。 

 

なお、前述のとおり、当社の当会計年度における構造改革費用は、当初見込額の約1,700億円を下回る

見込みとなっておりますが、これは構造改革に伴う稼働工場資産の減損損失等の再精査に起因するもので

あり、能美工場に係る資産譲渡は、更なる構造改革費用の減少要因となります。 

 

また、中期経営計画において、当社はOLEDディスプレイの量産技術の確立と事業化の加速を目的とした

グローバル企業とのパートナーシップを構築するとしており、引き続き蒸着方式による高精細OLEDディス

プレイの開発を継続するとともに、現在も複数の候補先と協議を継続中です。一方、現状においては、液

晶ディスプレイの需要が当社が従前想定していたよりも底堅いと見られ、車載、VR（ヴァーチャルリアリ

ティ）、ウェアラブルデバイス等のスマートフォン以外の用途向けも成長が期待される一方、OLEDディス

プレイの市場拡大スピードは従前の想定より緩やかとなることが見込まれていることに鑑み、より中長期

的な視点で当社の戦略を見極めた上で今後の協議を進めることにより、当社の企業価値の最大化を目指し

てまいります。 

 

なお、当社は、筆頭株主である産業革新機構の連帯保証が付された、コミットメント枠を1,070億円と

するコミットメントライン契約を３銀行との間で締結していますが、本第三者割当は当該連帯保証の解除

事由である支配権変動事由には該当せず、産業革新機構による当該連帯保証は継続されます。また、産業

革新機構からは、今回の資金調達に賛同すると共に、当社の更なる企業価値向上をサポートする大株主と

して、今後も当社の構造改革の完遂と事業成長の実現に向けて緊密に連携を図っていく旨の意向を受けて

おります。 

 

翌会計年度は下期からのFULL ACTIVE™の本格的立ち上がりまで厳しい事業環境が継続することが見込ま

れますが、本第三者割当の実施により、構造改革を断行しながらも、中小型ディスプレイ業界を勝ち抜く

ための布石を打ち、今後の業績及び財務基盤の改善を図ってまいります。 
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本第三者割当の概要は以下の通りです。 

 

１．海外機関投資家第三者割当 

(１) 払 込 期 間 2018年４月 25日から 2018年５月１日 

(２) 発 行 新 株 式 数 未定（注）１ 

(３) 発 行 価 格 未定（注）２ 

(４) 発 行 価 額 の 総 額 30,000,000,000 円（注）３ 

(５) 募 集 又 は 割 当 方 法   

（ 割 当 予 定 先 ） 

第三者割当の方法により、海外機関投資家 30 ファンドに割り当てま

す。 

（注）１．発行新株式数は、本日発表の「海外機関投資家を割当予定先とする第三者割当による新株式の発行に

関するお知らせ」の「本海外機関投資家第三者割当の割当予定先及び割当予定金額」において各割当

予定先に対する本新株式の割当予定金額として記載した金額を、2018年４月 10日（以下、「条件決

定日」といいます。）に、同日開催予定の当社の取締役会（以下、「第２回取締役会」といいます。）

において決定される本新株式１株当たりの払込金額で除した数（計算の結果 100株未満の端数を生ず

る場合は、その端数を切り捨てる。）の総数として、条件決定日に、会社法第 199条第１項で求めら

れる取締役会決議として第２回取締役会において決定します。但し、第２回取締役会において決定さ

れる海外機関投資家第三者割当及び事業会社第三者割当の総数が、1,120,670,338株（当社の発行可

能株式総数から現在の発行済株式総数並びに発行済新株予約権及び発行済新株予約権付社債の目的と

なる株式の数の合計数を引いた数です。）を上回る場合、海外機関投資家第三者割当は中止します。 

２．発行価格は、2018年４月５日（当日を含みます。）から 2018年４月９日（当日を含みます。）まで

の各取引日（売買高加重平均価格のない日を除きます。）における、株式会社東京証券取引所（以下、

「東京証券取引所」といいます。）における当社普通株式の売買高加重平均価格の単純平均値に 0.9

を乗じた額（計算の結果１円未満の端数を生ずる場合には、その端数を切り上げる。）として、条件

決定日に、会社法第 199条第１項で求められる取締役会決議として第２回取締役会において決定しま

す。但し、かかる期間中、当社普通株式の売買高加重平均価格のある日が１日もない場合、海外機関

投資家第三者割当は中止します。なお、海外機関投資家第三者割当に係る発行価格は、事業会社第三

者割当に係る発行価格と同額となる予定です。 

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、2018年３月 30日開催の取締役会において見

込額を上記の通り決定しております。発行価額の総額の見込額は、各割当予定先に対する本新株式の

割当予定金額を合計した額であります。実際の発行価額の総額は、最終的な発行新株式数に、最終的

な発行価格を乗じた額として、条件決定日に、第２回取締役会において決定します。 

４．その他詳細については、本日発表の「海外機関投資家を割当予定先とする第三者割当による新株式の

発行に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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２．事業会社第三者割当 

(１) 払 込 期 間 2018年４月 25日から 2018年５月１日 

(２) 発 行 新 株 式 数 28,089,800株（注）１ 

(３) 発 行 価 格 １株につき 178 円（注）２ 

(４) 発 行 価 額 の 総 額 4,999,984,400円（注）３ 

(５) 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による 

(６) 割 当 予 定 先 日亜化学工業株式会社  

(７) そ の 他 上記割当予定先への割当を予定する本新株式の発行については、金

融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件とします。 

（注）１．発行新株式数は、本日開催の取締役会（以下、「当初取締役会」といいます。）において見込数を上

記の通り決定しております。発行新株式数の見込数は、割当予定先に対する本新株式の割当予定金額

（5,000,000,000円）を、上記（３）に記載の発行価格の見込額で除して得た数（計算の結果 100株

未満を切り捨て）であります。実際の発行新株式数は、割当予定先に対する割当予定金額を、下記

（注）２に従い、条件決定日に、第２回取締役会において決定される本新株式１株当たりの払込金額

で除した数（計算の結果 100株未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り捨てる。）として、条件

決定日に、会社法第 199条第１項で求められる取締役会決議として第２回取締役会において決定しま

す。また、割当予定先に対する本新株式の実際の割当金額についても、第２回取締役会において決定

される実際の発行数に本新株式１株当たりの払込金額を乗じた金額として、条件決定日に、第２回取

締役会において決定します。但し、第２回取締役会において決定される事業会社第三者割当及び海外

機関投資家第三者割当の総数が、1,120,670,338株（当社の発行可能株式総数から現在の発行済株式

総数並びに発行済新株予約権及び発行済新株予約権付社債の目的となる株式の数の合計数を引いた数

です。）を上回る場合、事業会社第三者割当は中止します。 

２．発行価格は、会社法上の払込金額であり、当初取締役会において見込額を上記の通り決定しておりま

す。発行価格の見込額は、2018年３月 27日（当日を含みます。）から 2018年３月 29日（当日を含

みます。）までの各取引日における、東京証券取引所における当社普通株式の売買高加重平均価格の

単純平均値に 0.9を乗じた額（計算の結果１円未満の端数を切り上げ）であります。実際の発行価格

は 2018年４月５日（当日を含みます。）から 2018年４月９日（当日を含みます。）までの各取引日

（売買高加重平均価格のない日を除きます。）における、東京証券取引所における当社普通株式の売

買高加重平均価格の単純平均値に 0.9を乗じた額（計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その

端数を切り上げる。）として、条件決定日に、会社法第 199条第１項で求められる取締役会決議とし

て第２回取締役会において決定します。但し、かかる期間中、当社普通株式の売買高加重平均価格の

ある日が１日もない場合、事業会社第三者割当は中止します。なお、事業会社第三者割当に係る発行

価格は、海外機関投資家第三者割当に係る発行価格と同額となる予定です。 

３．発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であり、当初取締役会において見込額を上記の通り決

定しております。発行価額の総額の見込額は、当初取締役会において決議した割当予定先に対する割

当予定金額（5,000,000,000円）を、上記（３）に記載の発行価格の見込額で除して得た上記（２）

に記載の発行新株式数の見込数（計算の結果 100株未満を切り捨て）に、上記（３）に記載の発行価

格の見込額を乗じた額であります。実際の発行価額の総額は、最終的な発行新株式数に、最終的な発

行価格を乗じた額として、条件決定日に、第２回取締役会において決定します。 

４．その他詳細については、本日発表の「日亜化学工業株式会社を割当予定先とする第三者割当による新

株式の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。 

以 上 


